
消費者保護に関する自主的取り組みの状況について 
平 成 2 7 年 ４ 月 2 ０ 日 
東日本電信電話株式会社 

期間拘束・自動更新付き契約における無償解約が可能な期間の延長 

期間拘束・自動更新付き契約における無償解約期間のプッシュ型通知 

オプションサービスの無料期間経過後の利用意思確認 

・『にねん割』をご契約のお客様には、すでに「解約金がかからない年月」と、「その年月以外では解約金がかかる」旨を 
 通知しています。 
 

 ＜通知方法＞ 
 

  ①請求書または口座振替明細書のご利用料金お知らせ欄にて通知【毎月】 
 

  ②『@ビリング（WEB請求明細サービス）』利用者は、ホームページ上の「ご利用料金内訳書」内の 
   「ご利用期間等のお知らせ」欄にて通知【毎月】 
 

  ③ダイレクトメールにて通知【更新月の2ヶ月前】 ※クレジットカード払いかつ@ビリング未利用者 
 

 

・自動更新付きの月額利用料割引サービス『にねん割』については、今後、契約中のお客様を含め、無償解約が可能 
 な期間を2ヶ月間程度に延長することを検討中です。 
 
・なお、『にねん割』を契約中のお客様が、光コラボレーション事業者様の提供するサービスへ転用する場合は、無償で  
 解約いただけます。 
・また、転居先において弊社都合でフレッツ光をご利用いただけない場合（提供エリア外である等）は、無償で解約 
 いただけます。 
 

・主な消費者向けオプションサービスについては、無料期間を設けておりません。  

資料11－５ 



□請求書、口座振替明細書による通知（例） 

（参考）期間拘束・自動更新付き契約における無償解約期間の通知 



□＠ビリング「ご利用料金内訳書」内の 
 「ご利用期間等のお知らせ」欄にて通知（例） 

□ダイレクトメールによる通知（例） 

（参考）期間拘束・自動更新付き契約における無償解約期間の通知 


